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   第１章 計画概要 

 都市計画マスタープランの位置づけと役割 

 １ 計画改定の目的 

本市では，都市計画の基本的な方針となる計画として，「鹿嶋市都市計画マスタープラン」

を平成 12 年（2000 年）に策定，平成 22 年（2010 年）に改訂しました。策定から約

20 年，改訂されてから約 10 年が経過し，社会情勢においては将来の人口減少に対応する

ための立地適正化計画※の推進や各種ハザードマップ※に基づく安全・安心な都市づくり，

国を挙げての低炭素型都市※への移行など，都市づくりに求められる要素は変化・拡大して

います。 

これらの社会情勢や本市の状況を踏まえ，子どもから高齢者まで安心して便利に暮らせ

るまちとして持続的に発展していく本市の将来像を示す計画として，鹿嶋市都市計画マス

タープランの改定を行います。 

 

 ２ 都市計画マスタープランの位置づけ 

都市計画マスタープランとは，「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として，都市

計画法第 18 条の２に位置づけられている法定計画で，住民に最も近い立場にある市町村

が，その創意工夫のもとに住民の意見を反映して都市づくりの将来像を示し，その実現に向

けた方針を示すものです。したがって，市が定める都市計画は，都市計画マスタープランに

即したものでなければなりません。 

都市計画マスタープランは，上位計画である「鹿嶋市総合計画」や県が定める「都市計画

区域※の整備，開発及び保全の方針」に即することとされています。また，関連する各分野

の個別計画と連携して都市づくりの方針を示します。 

 

図 都市計画マスタープランと関連計画の関係 

  ＜国・県の都市づくりの計画＞ 
都市計画区域の整備，開発 

及び保全の⽅針 など 

＜市の上位計画＞ 
⿅嶋市総合計画 

⿅嶋市都市計画 
マスタープラン 

＜その他の市の計画＞ 
まち・ひと・しごと 
創⽣総合戦略 

環境基本計画 

地域公共交通網 
形成計画 

中⼼市街地活性化 
基本計画 

＜個別の都市計画＞ 
 

公共施設等 
総合管理計画 

地域地区※ 市街地開発事業 地域防災計画 

地区計画 その他都市計画 など 
観光振興基本計画 

※：巻末資料編の「用語の解説」を参照 



 鹿嶋市都市計画マスタープラン 
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 鹿嶋市都市計画マスタープランの概要 

 １ 計画の期間 

都市づくりは，その実現に至るまでに長い期間を要することから，中長期的な視点による

計画と，それに基づく取組が重要となります。本計画の計画期間は概ね 20 年間とし，基本

年次を令和３年（2021 年），目標年次を令和 23 年（2041 年）とします。 

なお，本計画は，社会情勢の変化や都市を取り巻く環境の変化などに合わせ，計画内容を

適宜見直すものとします。 

 

 

 

 

 

 ２ 計画の対象範囲 

都市計画マスタープランは，原則として都市計画区域を対象に策定する計画です。 

本市は市全域が鹿島臨海都市計画区域に指定されていることから，都市計画マスタープ

ランの対象範囲は市全域とします。 

 

 ３ 計画の構成 

 

 

  

計画期間： 令和３年（2021 年）～令和 23 年（2041 年） 

序  はじめに 

○計画概要  ○市の現況・特性・課題 

第１編 全体構想 

○都市づくりの基本⽅針  ○分野別⽅針 

第 2 編 地域別構想 

○南部地域  ○中央地域  ○北部地域 

第 3 編 実現化⽅策 

○将来都市像の実現に向けて 

♦社会的動向や本市の現状・特性を把握し，本
市が抱えている問題，将来に向けての都市づ
くりにおける主要な課題を整理します。 

♦将来に向けての都市づくりの主要課題，本市
の自然，歴史・文化など魅力を踏まえ，目指
すべき将来都市像を設定します。また，将来
都市像の実現に向けた基本目標，将来都市構
造を示します。 

♦都市づくりの基本方針の実現に向けて，市全
体の分野別の方針を示します。 

♦都市づくりの基本方針及び分野別方針で示し
た市全体の方針を受け，より身近な地域単位
での特性や課題に応じた都市づくりの方針を
示します。 

♦都市づくりの基本方針及び分野別方針で示し
た都市づくりを実現化していくため，市民・
事業者・行政それぞれの都市づくりにおける
役割や協力体制，都市づくりの推進に向けた
取組などを示します。 


